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共
謀
罪
法
案
に
つ
い
て
金
田
法
務
大
臣
が
ア
メ
リ
カ
大
使
に
依
頼
し
た
内
容
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
九
月
十
五
日
、
金
田
法
務
大
臣
は
当
時
の
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
ケ
ネ
デ
ィ
駐
日
米
大
使
と
法
務
省
内
で
会
談
し

た
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
会
談
で
ケ
ネ
デ
ィ
大
使
は
、
政
府
が
「
共
謀
罪
」
を
創
設
す
る
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
案
の
国
会

提
出
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
に
「
大
変
勇
気
づ
け
ら
れ
た
。
米
国
と
し
て
も
協
力
す
る
」
と
述
べ
、
金
田
法
務
大
臣
は
「
米
国

の
知
見
や
情
報
の
共
有
を
お
願
い
し
た
い
」
と
応
じ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日
、
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
金
田
法
務
大
臣
は
、
「
せ
っ
か
く
ア
メ
リ
カ
の
大
使
が
お
見
え
に

な
っ
た
の
で
情
報
や
知
見
を
共
有
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
」
「
日
米
両
国
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
法

の
支
配
」
、
「
民
主
主
義
」
、
「
自
由
」
、
「
人
権
の
尊
重
」
等
の
基
本
的
価
値
を
共
有
し
、
司
法
分
野
に
お
い
て
も
緊
密
に

連
携
し
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
使
と
の
話
で
、
日
米
間
に
お
け
る
協
力
の
必
要
性
に

つ
い
て
、
改
め
て
認
識
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
確
認
で
き
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

ケ
ネ
デ
ィ
大
使
は
ど
の
よ
う
な
目
的
で
法
務
省
を
訪
問
し
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
会
談
の
中
の
ど
の
様
な
事
情
、
背
景
、

文
脈
で
、
こ
の
「
共
謀
罪
」
を
創
設
す
る
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
案
が
話
題
と
な
っ
た
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

一



二

「
米
国
の
知
見
や
情
報
の
共
有
を
お
願
い
し
た
い
」
と
応
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
金
田
法
務
大
臣
は
ど
の
様
な
理
由
で

ど
の
様
な
知
見
を
共
有
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

三

金
田
法
務
大
臣
は
、
「
日
米
両
国
は
」
、
「
司
法
分
野
に
お
い
て
も
緊
密
に
連
携
し
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
ま
す
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
か
ら
日
本
政
府
に
対
し
て
、
共
謀
罪
を
創
設
す
る
法
案
の
早
期
制
定

を
求
め
る
働
き
か
け
は
あ
っ
た
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

三
に
関
し
て
、
政
府
が
「
共
謀
罪
」
を
創
設
す
る
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
案
の
制
定
は
、
日
本
政
府
の
主
体
的
な
判
断
で

あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

五

ア
メ
リ
カ
の
刑
事
司
法
制
度
は
幅
広
い
司
法
取
引
等
の
手
法
も
含
み
、
日
本
の
刑
事
司
法
制
度
と
は
異
質
な
部
分
が
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
司
法
に
お
け
る
当
事
者
主
義
は
、
真
実
は
神
以
外
に
知
り
よ
う
が
な
い
と
い
う
真
実
に
対
す
る
相
対

的
見
方
を
踏
ま
え
て
、
当
事
者
主
義
の
訴
訟
と
は
、
双
方
当
事
者
が
戦
略
、
戦
術
を
尽
く
し
て
繰
り
広
げ
る
ゲ
ー
ム
以
外
の

何
者
で
も
な
い
と
い
う
風
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
現
行
制
度
と
比
較
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
司
法
制
度

で
は
、
捜
査
側
に
強
力
な
権
限
が
あ
り
、
人
権
侵
害
を
生
じ
さ
せ
る
懸
念
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
と
共
謀
罪
と
い

う
日
本
国
民
の
多
く
が
懸
念
を
持
つ
法
案
に
関
し
て
、
「
「
人
権
の
尊
重
」
等
の
基
本
的
価
値
を
共
有
し
、
司
法
分
野
に
お

二



い
て
も
緊
密
に
連
携
」
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
わ
が
国
の
プ
ラ
ス
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


